
日 本 標 準 産 業 分 類 第 １４ 回 改 定 素 案 （Ｅ－製造業）

改 定 理 由

小分類
番号

細分類
番号

小分類
番号

細分類
番号

100 管理，補助的経済活動を行う事業所（10飲料・たばこ・
飼料製造業）

100 管理，補助的経済活動を行う事業所（10飲料・たばこ・
飼料製造業）

1000 主として管理事務を行う本社等
主として飲料・たばこ・飼料製造業の事業所を統括す
る本社等として，自企業の経営を推進するための組織
全体の管理統括業務，人事・人材育成，総務，財務・
経理，法務，知的財産管理，企画，広報・宣伝，調査・
研究開発，生産・プロジェクト管理，不動産管理，情報
システム管理，保有資機材の管理，仕入・原材料購
入，役務・資材調達等の現業以外の業務を行う事業所
をいう。
○管理事務を行う本社・本所・本店・支社・支所

1000 主として管理事務を行う本社等
主として飲料・たばこ・飼料製造業の事業所を統括す
る本社等として，自企業の経営を推進するための組織
全体の管理統括業務，人事・人材育成，総務，財務・
経理，法務，知的財産管理，企画，広報・宣伝，調査・
研究開発，生産・プロジェクト管理，不動産管理，情報
システム管理，保有資機材の管理，仕入・原材料購
入，役務・資材調達等の現業以外の業務を行う事業所
をいう。
○管理事務を行う本社・本所・本店・支社・支所

1009 その他の管理，補助的経済活動を行う事業所
  主として飲料・たばこ・飼料製造業における活動を促
進するため，同一企業の他事業所に対して，輸送，清
掃，修理・整備，保安等の支援業務を行う事業所をい
う。
○自家用車庫；自家用修理工場；自家用補修所；自家
用倉庫

1009 その他の管理，補助的経済活動を行う事業所
  主として飲料・たばこ・飼料製造業における活動を促
進するため，同一企業の他事業所に対して，輸送，清
掃，修理・整備，保安等の支援業務を行う事業所をい
う。
○自家用車庫；自家用修理工場；自家用補修所；自家
用倉庫

101 清涼飲料製造業 101 清涼飲料製造業

  この中分類には，清涼飲料，酒類，茶，コーヒー，氷，たばこ，飼料，有機質
肥料を製造する事業所が分類される。
  また，葉たばこの再乾燥，除骨，たる詰などの処理を行う事業所も本分類に
含まれる。
  ただし，食料品を製造する事業所は，中分類09－食料品製造業に，たばこの
副産物を利用して殺虫剤などを製造する事業所は，中分類16－化学工業
［1652］に分類される。
  主として家庭又は個人消費者に直接販売するための製造を行う事業所及び
販売を主とする事業所が販売に直接附随する行為として，その取り扱う商品に
簡単な処理を施す場合は，大分類Ｉ－卸売業，小売業に分類される。

  この中分類には，清涼飲料，酒類，茶，コーヒー，氷，たばこ，飼料，有機質
肥料を製造する事業所が分類される。
  また，葉たばこの再乾燥，除骨，たる詰などの処理を行う事業所も本分類に
含まれる。
  ただし，食料品を製造する事業所は，中分類09－食料品製造業に，たばこの
副産物を利用して殺虫剤などを製造する事業所は，中分類16－化学工業
［1652］に分類される。
  主として家庭又は個人消費者に直接販売するための製造を行う事業所及び
販売を主とする事業所が販売に直接附随する行為として，その取り扱う商品に
簡単な処理を施す場合は，大分類Ｉ－卸売業，小売業に分類される。

改 定 素 案 現 行（ 第１３回 改定 ）
中分類10―飲料・たばこ・飼料製造業 中分類10―飲料・たばこ・飼料製造業

総 説 総 説

資料５－２
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日 本 標 準 産 業 分 類 第 １４ 回 改 定 素 案 （Ｅ－製造業）

改 定 理 由改 定 素 案 現 行（ 第１３回 改定 ）
1011 清涼飲料製造業

  主としてアルコールを含まない飲料でサイダー，ラム
ネ，炭酸水，ジュース，シロップなどの清涼飲料及びし
好飲料を製造する事業所をいう。
  主として天然炭酸水の瓶詰を行う事業所は大分類Ｉ
－卸売業，小売業に分類される。
○清涼飲料製造業；し好飲料製造業；サイダー製造
業；ラムネ製造業；炭酸水製造業；ジュース製造業；シ
ロップ製造業（糖みつ製造業でないもの）；ミネラル
ウォーター製造業；果実飲料製造業；茶系飲料製造
業；コーヒー飲料製造業
×糖みつ製造業［0952］；ジュース原液製造業［0931］；
乳酸菌飲料製造業［0913］；発酵乳製造業［0914］；は
ちみつ処理加工業［0919］；粉末ジュース製造業
［0999］

1011 清涼飲料製造業
  主としてアルコールを含まない飲料でサイダー，ラム
ネ，炭酸水，ジュース，シロップなどの清涼飲料及びし
好飲料を製造する事業所をいう。
  主として天然炭酸水の瓶詰を行う事業所は大分類Ｉ
－卸売業，小売業に分類される。
○清涼飲料製造業；し好飲料製造業；サイダー製造
業；ラムネ製造業；炭酸水製造業；ジュース製造業；シ
ロップ製造業（糖みつ製造業でないもの）；ミネラル
ウォーター製造業；果実飲料製造業；茶系飲料製造
業；コーヒー飲料製造業
×糖みつ製造業［0952］；ジュース原液製造業［0931］；
乳酸菌飲料製造業［0913］；発酵乳製造業［0914］；は
ちみつ処理加工業［0919］；粉末ジュース製造業
［0999］

102 酒類製造業 102 酒類製造業 酒税法の改正等により、細分類の分割・統合・新設及び説明
文を修正

1021 果実酒製造業
  主としてぶどう，りんごなどの果実から果実酒を製造
する事業所をいう。
  主として購入した果実酒の瓶詰を行うだけで，製造混
合を行わないものは大分類Ｉ－卸売業，小売業に分類
される。
○果実酒製造業；りんご酒製造業；ぶどう酒製造業；い
ちご酒製造業；みかん酒製造業；スパークリングワイン
製造業
×梅酒製造業［1026］；甘味果実酒製造業［1026］

1021 果実酒製造業
  主としてぶどう，りんごなどの果実から果実酒を製造
する事業所をいう。
  主として購入した果実酒の瓶詰を行うだけで，製造混
合を行わないものは大分類Ｉ－卸売業，小売業に分類
される。
○果実酒製造業；甘味果実酒製造業；りんご酒製造
業；ぶどう酒製造業；いちご酒製造業；みかん酒製造業
×梅酒製造業［1024］

【分割】
一部1026へ

構成員からの御意見を踏まえ、内容例示を追加する。

1022 発泡性酒類製造業
  主としてビール，発泡酒及びビール・発泡酒以外で発
砲性を有する酒類を製造する事業所をいう。
○ビール製造業；醸造業（主としてビールを製造するも
の）；発泡酒製造業
×スパークリングワイン製造業［1021］

1022 ビール類製造業
  主としてビール及び発泡酒などを製造する事業所を
いう。
○ビール製造業；醸造業（主としてビールを製造するも
の）；発泡酒製造業

名称変更及び1022と1024の一部を統合

1023 清酒製造業
  主として清酒を製造する事業所をいう。
○清酒製造業；濁酒製造業

1023 清酒製造業
  主として清酒を製造する事業所をいう。
○清酒製造業；濁酒製造業

1024 醸造酒類製造業（果実酒，清酒を除く。）
主として穀類，糖類その他の物品を原料として発酵さ

せた酒類を製造する事業所をいう。
主な製品はどぶろく，⻩酒（⽼酒，紹興酒）などであ

る。
○どぶろく製造業；⻩酒（⽼酒，紹興酒）製造業
×果実酒製造業［1021］；清酒製造業［1023］

【新設】
（1024から）
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日 本 標 準 産 業 分 類 第 １４ 回 改 定 素 案 （Ｅ－製造業）

改 定 理 由改 定 素 案 現 行（ 第１３回 改定 ）
1025 蒸留酒類製造業

  主として蒸留機により飲料用アルコール又は焼ちゅう
などを製造する事業所をいう。
  主な製品は焼ちゅう，ウイスキー，ブランデーなどで
ある。
○ウイスキー製造業；焼ちゅう製造業；ブランデー製造
業；飲料用アルコール製造業
×果実酒製造業［1021］；甘味果実酒製造業［1026］；
発泡酒製造業［1022］

1024 蒸留酒・混成酒製造業
  主として蒸留機により飲料用アルコール又は焼ちゅう
などを製造し，又はこれらを原料とし他の原料と併用し
て混成酒（又は再製酒）を製造する事業所をいう。
  主な製品は焼ちゅう，ウイスキー，ブランデーなど及
び合成清酒，味りん，白酒，リキュール，薬味酒などで
ある。
○ウイスキー製造業；焼ちゅう製造業；洋酒製造業（主
として混成酒を製造するもの）；ブランデー製造業；合
成清酒製造業；味りん製造業（本みりんを含む）；薬用
酒製造業；飲料用アルコール製造業；梅酒製造業
×果実酒製造業［1021］；甘味果実酒製造業［1021］；
発泡酒製造業［1022］

【新設】
（1024は1022、1024、1025、1026へ）

1026 混成酒類製造業
主として醸造酒，その半製品，蒸留酒等を基に，これ

らを互いに混合したり，糖類，香味料，色素等を加えて
混成酒（又は再製酒）を製造する事業所をいう。

主な製品は，合成清酒，味りん，白酒，リキュール，
薬味酒などである。
○洋酒製造業（主として混成酒を製造するもの）；味り
ん製造業（本みりんを含む）；薬用酒製造業；梅酒製造
業；甘味果実酒製造業
×果実酒製造業［1021］；発泡酒製造業［1022］

【新設】
（1024から）

誤植があったことから修正（「洋酒製造業洋酒製造業」を「洋
酒製造業」に）。

103 茶・コーヒー製造業（清涼飲料を除く） 103 茶・コーヒー製造業（清涼飲料を除く）

1031 製茶業
  主として購入した茶生葉又は荒茶を主原料にして，
荒茶又は仕上げ茶を製造する事業所をいう。
○荒茶製造業（緑茶，紅茶）；茶再製業（緑茶，紅茶，
輸出茶）
×はま茶製造業［0999］；こぶ茶製造業［0999］；麦茶製
造業［0999］；茶系飲料製造業［1011］

1031 製茶業
  主として購入した茶生葉又は荒茶を主原料にして，
荒茶又は仕上げ茶を製造する事業所をいう。
○荒茶製造業（緑茶，紅茶）；茶再製業（緑茶，紅茶，
輸出茶）
×はま茶製造業［0999］；こぶ茶製造業［0999］；麦茶製
造業［0999］；茶系飲料製造業［1011］

1032 コーヒー製造業
主としてコーヒー生豆をばいせん（焙煎），粉砕して荒
びきコーヒー又はインスタントコーヒーを製造する事業
所をいう。
○荒びきコーヒー製造業；インスタントコーヒー製造業；
コーヒー豆ばいせん（焙煎）業
×即席ココア製造業［0999］；コーヒー飲料製造業
［1011］

1032 コーヒー製造業
主としてコーヒー生豆をばいせん（焙煎），粉砕して荒
びきコーヒー又はインスタントコーヒーを製造する事業
所をいう。
○荒びきコーヒー製造業；インスタントコーヒー製造業；
コーヒー豆ばいせん（焙煎）業
×即席ココア製造業［0999］；コーヒー飲料製造業
［1011］

104 製氷業 104 製氷業
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日 本 標 準 産 業 分 類 第 １４ 回 改 定 素 案 （Ｅ－製造業）

改 定 理 由改 定 素 案 現 行（ 第１３回 改定 ）
104 1041 製氷業

  主として販売用氷を製造する事業所をいう。
  主としてドライアイスを製造する事業所は中分類16
［1623］に，また，天然氷の採取貯蔵を行うものは大分
類Ｃ－鉱業，採石業，砂利採取業［0599］に分類され
る。
○氷製造業（天然氷を除く）；人造氷製造業；冷凍業
（主として氷の製造を行うもの）

104 1041 製氷業
  主として販売用氷を製造する事業所をいう。
  主としてドライアイスを製造する事業所は中分類16
［1623］に，また，天然氷の採取貯蔵を行うものは大分
類Ｃ－鉱業，採石業，砂利採取業［0599］に分類され
る。
○氷製造業（天然氷を除く）；人造氷製造業；冷凍業
（主として氷の製造を行うもの）

105 たばこ製造業 105 たばこ製造業

1051 たばこ製造業（葉たばこ処理業を除く)
  主として紙巻たばこ，葉巻たばこ，きざみたばこ，パ
イプたばこなどを製造する事業所をいう。
○たばこ製造業
×たばこ卸売業［5595］

1051 たばこ製造業（葉たばこ処理業を除く)
  主として紙巻たばこ，葉巻たばこ，きざみたばこ，パ
イプたばこなどを製造する事業所をいう。
○たばこ製造業
×たばこ卸売業［5595］

1052 葉たばこ処理業
  主として葉たばこの処理，例えば葉たばこの再乾燥，
除骨，たる詰などを行う事業所をいう。
  ただし，農家で行う乾燥調理などは含まれない。
○葉たばこ処理業

1052 葉たばこ処理業
  主として葉たばこの処理，例えば葉たばこの再乾燥，
除骨，たる詰などを行う事業所をいう。
  ただし，農家で行う乾燥調理などは含まれない。
○葉たばこ処理業

106 飼料・有機質肥料製造業 106 飼料・有機質肥料製造業

1061 配合飼料製造業
  主として穀類などを原料として，家畜，家きん（禽），
愛がん・観賞用動物などの配合飼料を製造する事業
所をいう。
○配合飼料製造業；動物性たん白質混合飼料製造
業；植物性たん白質混合飼料製造業；フィッシュソリュ
ブル吸着飼料製造業；観賞魚用飼料製造業；ドッグ
フード製造業

1061 配合飼料製造業
  主として穀類などを原料として，家畜，家きん（禽），
愛がん・観賞用動物などの配合飼料を製造する事業
所をいう。
○配合飼料製造業；動物性たん白質混合飼料製造
業；植物性たん白質混合飼料製造業；フィッシュソリュ
ブル吸着飼料製造業；観賞魚用飼料製造業；ドッグ
フード製造業

1062 単体飼料製造業
  主として購入した動植物性加工副産物を原料として
家畜，家きん（禽），愛がん・観賞用動物などの単体飼
料を製造する事業所をいう。
○酵母飼料製造業；魚粉飼料製造業；羽毛粉飼料製
造業；貝殻粉飼料製造業

1062 単体飼料製造業
  主として購入した動植物性加工副産物を原料として
家畜，家きん（禽），愛がん・観賞用動物などの単体飼
料を製造する事業所をいう。
○酵母飼料製造業；魚粉飼料製造業；羽毛粉飼料製
造業；貝殻粉飼料製造業

1063 有機質肥料製造業
  主として動物性，植物性の肥料を製造する事業所を
いう。
○海産肥料製造業；骨粉肥料製造業；魚肥製造業；植
物かす肥料製造業；腐葉土製造業；たい（堆）肥製造
業；バークたい（堆）肥製造業

1063 有機質肥料製造業
  主として動物性，植物性の肥料を製造する事業所を
いう。
○海産肥料製造業；骨粉肥料製造業；魚肥製造業；植
物かす肥料製造業；腐葉土製造業；たい（堆）肥製造
業；バークたい（堆）肥製造業
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日 本 標 準 産 業 分 類 第 １４ 回 改 定 素 案 （Ｅ－製造業）

改 定 理 由

小分類
番号

細分類
番号

小分類
番号

細分類
番号

110 管理，補助的経済活動を行う事業所（11繊維工業） 110 管理，補助的経済活動を行う事業所（11繊維工業）

110 1100 主として管理事務を行う本社等
  主として繊維工業の事業所を統括する本社等とし
て，自企業の経営を推進するための組織全体の管理
統括業務，人事・人材育成，総務，財務・経理，法務，
知的財産管理，企画，広報・宣伝，調査・研究開発，生
産・プロジェクト管理，不動産管理，情報システム管
理，保有資機材の管理，仕入・原材料購入，役務・資
材調達等の現業以外の業務を行う事業所をいう。
○管理事務を行う本社・本所・本店・支社・支所

110 1100 主として管理事務を行う本社等
  主として繊維工業の事業所を統括する本社等とし
て，自企業の経営を推進するための組織全体の管理
統括業務，人事・人材育成，総務，財務・経理，法務，
知的財産管理，企画，広報・宣伝，調査・研究開発，生
産・プロジェクト管理，不動産管理，情報システム管
理，保有資機材の管理，仕入・原材料購入，役務・資
材調達等の現業以外の業務を行う事業所をいう。
○管理事務を行う本社・本所・本店・支社・支所

110 1109 その他の管理，補助的経済活動を行う事業所
  主として繊維工業における活動を促進するため，同
一企業の他事業所に対して，輸送，清掃，修理・整備，
保安等の支援業務を行う事業所をいう。
○自家用車庫；自家用修理工場；自家用補修所；自家
用倉庫

110 1109 その他の管理，補助的経済活動を行う事業所
  主として繊維工業における活動を促進するため，同
一企業の他事業所に対して，輸送，清掃，修理・整備，
保安等の支援業務を行う事業所をいう。
○自家用車庫；自家用修理工場；自家用補修所；自家
用倉庫

111 製糸業，紡績業，化学繊維・ねん糸等製造業 111 製糸業，紡績業，化学繊維・ねん糸等製造業

1111 製糸業
  主として生糸を製造する事業所をいう。
○器械生糸製造業；座繰生糸製造業；玉糸製造業；野
蚕糸製造業；副蚕糸製造業

1111 製糸業
  主として生糸を製造する事業所をいう。
○器械生糸製造業；座繰生糸製造業；玉糸製造業；野
蚕糸製造業；副蚕糸製造業

  この中分類には，主として製糸，紡績糸，織物，ニット生地，網地，フェルト，
染色整理及び衣服の縫製など繊維製品の製造を行う事業所が分類される。
  ただし，グラスウール，ロックウールなどの紡織を行う事業所は中分類21－
窯業・土石製品製造業［それぞれ2117，2191，2199］に分類される。

  この中分類には，主として製糸，紡績糸，織物，ニット生地，網地，フェルト，
染色整理及び衣服の縫製など繊維製品の製造を行う事業所が分類される。
  ただし，グラスウール，ロックウールなどの紡織を行う事業所は中分類21－
窯業・土石製品製造業［それぞれ2117，2191，2199］に分類される。

改 定 案 現 行（ 第１３回 改定 ）
改 定 素 案 中分類11―繊維工業

総 説 総 説
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日 本 標 準 産 業 分 類 第 １４ 回 改 定 素 案 （Ｅ－製造業）

改 定 理 由改 定 案 現 行（ 第１３回 改定 ）
1112 化学繊維製造業

主として合成繊維を製造する事業所をいう。
主な製品は，レーヨン糸，強力レーヨン糸，キュプラ

（銅アンモニア糸），スフ（ビスコース短繊維），アセテー
ト長繊維，アセテート短繊維，ナイロン，ビニロン，ポリ
塩化ビニリデン，ポリ塩化ビニル，ポリエステル，ポリ
エチレン，アクリル，ポリプロピレンなどの繊維である。
○レーヨンフィラメント製造業；スフ（ビスコース短繊維）
製造業；アセテート長繊維製造業；アセテート短繊維製
造業；ナイロン繊維製造業；ビニロン繊維製造業；ポリ
塩化ビニリデン繊維製造業；ポリ塩化ビニル繊維製造
業；ポリエステル繊維製造業；ポリエチレン繊維製造
業；アクリル繊維製造業；ポリプロピレン繊維製造業；
スパンデックス（弾性繊維）製造業

1112 化学繊維製造業
主として合成繊維を製造する事業所をいう。
主な製品は，レーヨン糸，強力レーヨン糸，キュプラ

（銅アンモニア糸），スフ（ビスコース短繊維），アセテー
ト長繊維，アセテート短繊維，ナイロン，ビニロン，ポリ
塩化ビニリデン，ポリ塩化ビニル，ポリエステル，ポリ
エチレン，アクリル，ポリプロピレンなどの繊維である。
○レーヨンフィラメント製造業；スフ（ビスコース短繊維）
製造業；アセテート長繊維製造業；アセテート短繊維製
造業；ナイロン繊維製造業；ビニロン繊維製造業；ポリ
塩化ビニリデン繊維製造業；ポリ塩化ビニル繊維製造
業；ポリエステル繊維製造業；ポリエチレン繊維製造
業；アクリル繊維製造業；ポリプロピレン繊維製造業；
スパンデックス（弾性繊維）製造業

1113 炭素繊維製造業
  主として炭素繊維を製造する事業所をいう。
○炭素繊維製造業

1113 炭素繊維製造業
  主として炭素繊維を製造する事業所をいう。
○炭素繊維製造業

1114 綿紡績業
  主として綿から紡績糸を製造する事業所をいう。
○綿紡績業；落綿紡績業；特紡紡績業

1114 綿紡績業
  主として綿から紡績糸を製造する事業所をいう。
○綿紡績業；落綿紡績業；特紡紡績業

1115 化学繊維紡績業
主としてスフ（ビスコース短繊維），アセテート短繊維，
合成繊維短繊維などから紡績糸を製造する事業所を
いう。
○スフ紡績業；アセテート紡績業；合成繊維紡績業

1115 化学繊維紡績業
主としてスフ（ビスコース短繊維），アセテート短繊維，
合成繊維短繊維などから紡績糸を製造する事業所を
いう。
○スフ紡績業；アセテート紡績業；合成繊維紡績業

1116 毛紡績業
  主として羊毛から紡績糸を製造する事業所をいう。
○そ（梳）毛紡績業；紡毛紡績業；毛紡績業

1116 毛紡績業
  主として羊毛から紡績糸を製造する事業所をいう。
○そ（梳）毛紡績業；紡毛紡績業；毛紡績業

1117 ねん糸製造業（かさ高加工糸を除く）
  主として絹，レーヨン，綿，スフ，毛，合成繊維などの
糸から，ねん糸を製造する事業所をいう。
○絹ねん糸製造業；レーヨンねん糸製造業；綿ねん糸
製造業；スフねん糸製造業；毛ねん糸製造業；麻ねん
糸製造業；合成繊維ねん糸製造業；カタン糸製造業；
刺しゅう糸製造業；意匠より糸製造業；縫糸製造業；金
銀ねん糸製造業
×抄繊紙糸製造業［1499］；医療用縫合糸製造業
［2743］；金銀糸製造業［1159］

1117 ねん糸製造業（かさ高加工糸を除く）
  主として絹，レーヨン，綿，スフ，毛，合成繊維などの
糸から，ねん糸を製造する事業所をいう。
○絹ねん糸製造業；レーヨンねん糸製造業；綿ねん糸
製造業；スフねん糸製造業；毛ねん糸製造業；麻ねん
糸製造業；合成繊維ねん糸製造業；カタン糸製造業；
刺しゅう糸製造業；意匠より糸製造業；縫糸製造業；金
銀ねん糸製造業
×抄繊紙糸製造業［1499］；医療用縫合糸製造業
［2743］；金銀糸製造業［1159］

1118 かさ高加工糸製造業
  主としてアセテート，合成繊維などの糸から，かさ高
加工糸（伸縮加工糸などを含む）を製造する事業所を
いう。
○かさ高加工糸製造業
×分繊糸製造業［1159］；金銀糸製造業［1159］；金銀
ねん糸製造業［1117］

1118 かさ高加工糸製造業
  主としてアセテート，合成繊維などの糸から，かさ高
加工糸（伸縮加工糸などを含む）を製造する事業所を
いう。
○かさ高加工糸製造業
×分繊糸製造業［1159］；金銀糸製造業［1159］；金銀
ねん糸製造業［1117］
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日 本 標 準 産 業 分 類 第 １４ 回 改 定 素 案 （Ｅ－製造業）

改 定 理 由改 定 案 現 行（ 第１３回 改定 ）
1119 その他の紡績業

  主として他に分類されない紡績糸を製造する事業所
をいう。
○絹紡績業；亜麻紡績業；ちょ麻紡績業；黄麻紡績業；
手紡績業；和紡紡績業

1119 その他の紡績業
  主として他に分類されない紡績糸を製造する事業所
をいう。
○絹紡績業；亜麻紡績業；ちょ麻紡績業；黄麻紡績業；
手紡績業；和紡紡績業

112 織物業 112 織物業

1121 綿・スフ織物業
  主として綿糸，スフ糸，合成繊維紡績糸，和紡糸など
で，幅13.0㎝以上の織物を製造する事業所をいう。
○綿織物業；スフ織物業；和紡織物業；タオル地織物
業
×ゴム糸入織物製造業［1125］

1121 綿・スフ織物業
  主として綿糸，スフ糸，合成繊維紡績糸，和紡糸など
で，幅13.0㎝以上の織物を製造する事業所をいう。
○綿織物業；スフ織物業；和紡織物業；タオル地織物
業
×ゴム糸入織物製造業［1125］

1122 絹・人絹織物業
  主として生糸，絹紡糸，レーヨン，合成繊維長繊維な
どで，幅13.0㎝以上の織物を製造する事業所をいう。
○絹織物業；絹紡織物業；人絹織物業
×ゴム糸入織物製造業［1125］

1122 絹・人絹織物業
  主として生糸，絹紡糸，レーヨン，合成繊維長繊維な
どで，幅13.0㎝以上の織物を製造する事業所をいう。
○絹織物業；絹紡織物業；人絹織物業
×ゴム糸入織物製造業［1125］

1123 毛織物業
  主としてそ毛糸，紡毛糸，合成繊維紡績糸などで，幅
13.0㎝以上の織物を製造する事業所をいう。
○そ（梳）毛織物業；紡毛織物業；織フェルト製造業
×ゴム糸入織物製造業［1125］

1123 毛織物業
  主としてそ毛糸，紡毛糸，合成繊維紡績糸などで，幅
13.0㎝以上の織物を製造する事業所をいう。
○そ（梳）毛織物業；紡毛織物業；織フェルト製造業
×ゴム糸入織物製造業［1125］

1124 麻織物業
  主として亜麻糸，ちょ麻糸，黄麻糸，合成繊維紡績糸
などで，幅13.0㎝（ただし，ホース地は直径2.5㎝）以上
の織物を製造する事業所をいう。
○亜麻織物業；ちょ麻織物業；黄麻織物業；ホース地
織物業
×ゴム糸入織物製造業［1125］

1124 麻織物業
  主として亜麻糸，ちょ麻糸，黄麻糸，合成繊維紡績糸
などで，幅13.0㎝（ただし，ホース地は直径2.5㎝）以上
の織物を製造する事業所をいう。
○亜麻織物業；ちょ麻織物業；黄麻織物業；ホース地
織物業
×ゴム糸入織物製造業［1125］

1125 細幅織物業
  主として綿糸，絹糸，麻糸，レーヨン，スフ糸，合成繊
維糸などで，幅13.0㎝未満の細幅織物を製造する事業
所をいう。
  ゴム糸入織物を製造する事業所は織幅に関係なく本
分類に含まれる。
○光輝畳縁製造業；リボン製造業；織マーク製造業；
テープ製造業；ゴム糸入織物製造業

1125 細幅織物業
  主として綿糸，絹糸，麻糸，レーヨン，スフ糸，合成繊
維糸などで，幅13.0㎝未満の細幅織物を製造する事業
所をいう。
  ゴム糸入織物を製造する事業所は織幅に関係なく本
分類に含まれる。
○光輝畳縁製造業；リボン製造業；織マーク製造業；
テープ製造業；ゴム糸入織物製造業

1129 その他の織物業
  主として他に分類されない幅13.0㎝以上の織物を製
造する事業所をいう。
○抄繊紙織物業
×ゴム糸入織物製造業［1125］

1129 その他の織物業
  主として他に分類されない幅13.0㎝以上の織物を製
造する事業所をいう。
○抄繊紙織物業
×ゴム糸入織物製造業［1125］

113 ニット生地製造業 113 ニット生地製造業

7/20



日 本 標 準 産 業 分 類 第 １４ 回 改 定 素 案 （Ｅ－製造業）

改 定 理 由改 定 案 現 行（ 第１３回 改定 ）
1131 丸編ニット生地製造業

  主として丸編ニット生地又は丸編ニット半製品を製造
する事業所をいう。
  主として丸編ニット製品を製造する事業所は小分類
116から119に分類される。
○丸編ニット生地製造業；丸編ニット半製品製造業
×丸編ニット製靴下製造業［1184］；ニット製アウター
シャツ類製造業［1167］；ニット製下着製造業［1172］

1131 丸編ニット生地製造業
  主として丸編ニット生地又は丸編ニット半製品を製造
する事業所をいう。
  主として丸編ニット製品を製造する事業所は小分類
116から119に分類される。
○丸編ニット生地製造業；丸編ニット半製品製造業
×丸編ニット製靴下製造業［1184］；ニット製アウター
シャツ類製造業［1167］；ニット製下着製造業［1172］

1132 たて編ニット生地製造業
主としてたて編ニット生地を製造する事業所をいう。
主としてたて編ニット製品を製造する事業所は小分

類116から119に分類される。
○たて編ニット生地製造業
×ニット製下着製造業［1172］；ニット製外衣製造業
［1166］

1132 たて編ニット生地製造業
主としてたて編ニット生地を製造する事業所をいう。
主としてたて編ニット製品を製造する事業所は小分

類116から119に分類される。
○たて編ニット生地製造業
×ニット製下着製造業［1172］；ニット製外衣製造業
［1166］

1133 横編ニット生地製造業
主として横編ニット生地又は横編ニット半製品を製造

する事業所をいう。
主として横編ニット製品を製造する事業所は小分類

116から119に分類される。
○横編ニット生地製造業；横編ニット半製品製造業
×セーター類製造業［1168］；ニット製手袋製造業
［1185］

1133 横編ニット生地製造業
主として横編ニット生地又は横編ニット半製品を製造

する事業所をいう。
主として横編ニット製品を製造する事業所は小分類

116から119に分類される。
○横編ニット生地製造業；横編ニット半製品製造業
×セーター類製造業［1168］；ニット製手袋製造業
［1185］

114 染色整理業
主として綿状繊維，糸，織物，ニット，レース，繊維雑

品などに精練，漂白，染色及び整理仕上げ，その他の
処理を行う事業所をいう。

機械染色整理業とは，精練，漂白，浸染，なっ染及び
整理仕上げの工程が機械的に行われているものをい
う。

また，手加工染色整理業とは，精練，漂白，浸染，
なっ染の工程が，主として人力によって行われるもの
で，その加工品の整理仕上工程が機械化されていて
も機械染色整理業とは認めない。

114 染色整理業
主として綿状繊維，糸，織物，ニット，レース，繊維雑

品などに精練，漂白，染色及び整理仕上げ，その他の
処理を行う事業所をいう。

機械染色整理業とは，精練，漂白，浸染，なっ染及び
整理仕上げの工程が機械的に行われているものをい
う。

また，手加工染色整理業とは，精練，漂白，浸染，
なっ染の工程が，主として人力によって行われるもの
で，その加工品の整理仕上工程が機械化されていて
も機械染色整理業とは認めない。

1141 綿・スフ・麻織物機械染色業
主として綿，スフ，麻織物及び綿，スフ，麻風合成繊

維織物に機械による精練，漂白，浸染，なっ染及びそ
の附帯加工を行う事業所をいう。
○綿・スフ・麻織物，綿・スフ・麻風合成繊維織物機械
無地染業；綿・スフ・麻織物，綿・スフ・麻風合成繊維織
物機械整理仕上業（つや出し，つや消し，起毛，防縮，
防しゅう（皺），防水，柔軟，防火，シルケット，硬化，擬
麻，押型，防ばい（黴），のり付け等の処理を含む）

1141 綿・スフ・麻織物機械染色業
主として綿，スフ，麻織物及び綿，スフ，麻風合成繊

維織物に機械による精練，漂白，浸染，なっ染及びそ
の附帯加工を行う事業所をいう。
○綿・スフ・麻織物，綿・スフ・麻風合成繊維織物機械
無地染業；綿・スフ・麻織物，綿・スフ・麻風合成繊維織
物機械整理仕上業（つや出し，つや消し，起毛，防縮，
防しゅう（皺），防水，柔軟，防火，シルケット，硬化，擬
麻，押型，防ばい（黴），のり付け等の処理を含む）
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日 本 標 準 産 業 分 類 第 １４ 回 改 定 素 案 （Ｅ－製造業）

改 定 理 由改 定 案 現 行（ 第１３回 改定 ）
1142 絹・人絹織物機械染色業

主として絹（絹紡を含む），レーヨン織物及び絹，レー
ヨン風合成繊維織物に機械による精練，漂白，浸染，
なっ染及びその附帯加工を行う事業所をいう。
○絹・レーヨン織物，絹・レーヨン風合成繊維織物機械
漂白業；絹・レーヨン織物，絹・レーヨン風合成繊維織
物機械無地染業；絹・レーヨン織物，絹・レーヨン風合
成繊維織物機械なっ染業；絹・レーヨン織物，絹・レーヨ
ン風合成繊維織物機械整理仕上業（つや出し，つや消
し，起毛，防縮，防水，防火，防しゅう（皺），柔軟，押
型，のり付け等の処理を含む）

1142 絹・人絹織物機械染色業
主として絹（絹紡を含む），レーヨン織物及び絹，レー

ヨン風合成繊維織物に機械による精練，漂白，浸染，
なっ染及びその附帯加工を行う事業所をいう。
○絹・レーヨン織物，絹・レーヨン風合成繊維織物機械
漂白業；絹・レーヨン織物，絹・レーヨン風合成繊維織
物機械無地染業；絹・レーヨン織物，絹・レーヨン風合
成繊維織物機械なっ染業；絹・レーヨン織物，絹・レーヨ
ン風合成繊維織物機械整理仕上業（つや出し，つや消
し，起毛，防縮，防水，防火，防しゅう（皺），柔軟，押
型，のり付け等の処理を含む）

1143 毛織物機械染色整理業
主として毛織物及び毛風合成繊維織物に機械による

精練，漂白，浸染，なっ染，整理仕上げ，その他の処
理を行う事業所をいう。
○毛織物・毛風合成繊維織物機械漂白業；毛織物・毛
風合成繊維織物機械無地染業；毛織物・毛風合成繊
維織物機械なっ染業；毛織物・毛風合成繊維織物機械
整理仕上業（固定，起毛，防虫，防ばい（黴）等の処理
を含む）

1143 毛織物機械染色整理業
主として毛織物及び毛風合成繊維織物に機械による

精練，漂白，浸染，なっ染，整理仕上げ，その他の処
理を行う事業所をいう。
○毛織物・毛風合成繊維織物機械漂白業；毛織物・毛
風合成繊維織物機械無地染業；毛織物・毛風合成繊
維織物機械なっ染業；毛織物・毛風合成繊維織物機械
整理仕上業（固定，起毛，防虫，防ばい（黴）等の処理
を含む）

1144 織物整理業
主として織物（毛織物及び毛風合成繊維織物を除く）

に機械による幅出し，乾燥などの処理を行う事業所
（専業）をいう。
○織物幅出業；織物乾燥業

1144 織物整理業
主として織物（毛織物及び毛風合成繊維織物を除く）

に機械による幅出し，乾燥などの処理を行う事業所
（専業）をいう。
○織物幅出業；織物乾燥業

1145 織物手加工染色整理業
主として織物に人力による精練，漂白，浸染，なっ

染，その他の処理を行う事業所をいう。
○手なっ染業（スクリーン又は板上げの方法による友
禅柄，成人女子・少女服柄，スカーフ柄，マフラー柄，
ネッカチーフ柄，さらさ柄，小紋柄，ふろしき柄などの
なっ染を含む）；注染業（中形，手ぬぐい染を含む）；和
ざらし（晒）業；紋染業；手描染業；引染業；印はんてん
染業；旗染業；長板本染業；精練・漂白業（白張を含
む）；浸染業（あい染，紅染を含む）；手加工染色整理仕
上業；織物手加工修整業

1145 織物手加工染色整理業
主として織物に人力による精練，漂白，浸染，なっ

染，その他の処理を行う事業所をいう。
○手なっ染業（スクリーン又は板上げの方法による友
禅柄，成人女子・少女服柄，スカーフ柄，マフラー柄，
ネッカチーフ柄，さらさ柄，小紋柄，ふろしき柄などの
なっ染を含む）；注染業（中形，手ぬぐい染を含む）；和
ざらし（晒）業；紋染業；手描染業；引染業；印はんてん
染業；旗染業；長板本染業；精練・漂白業（白張を含
む）；浸染業（あい染，紅染を含む）；手加工染色整理仕
上業；織物手加工修整業

1146 綿状繊維・糸染色整理業
主として綿状繊維及び糸に精練，漂白，染色，整理

仕上げ，その他の処理を行う事業所をいう。
○綿状繊維・糸漂白業；綿状繊維・糸染色業；綿状繊
維・糸整理仕上業

1146 綿状繊維・糸染色整理業
主として綿状繊維及び糸に精練，漂白，染色，整理

仕上げ，その他の処理を行う事業所をいう。
○綿状繊維・糸漂白業；綿状繊維・糸染色業；綿状繊
維・糸整理仕上業
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日 本 標 準 産 業 分 類 第 １４ 回 改 定 素 案 （Ｅ－製造業）

改 定 理 由改 定 案 現 行（ 第１３回 改定 ）
1147 ニット・レース染色整理業

主としてニット（靴下を含む），レースに精練，漂白，
染色，整理仕上げ，その他の処理を行う事業所をい
う。
○ニット・レース漂白業；ニット生地・同製品（靴下を含
む）・編レース漂白業；ニット・レース染色業；ニット生
地・同製品（靴下を含む）・編レース染色業；ニット・レー
ス整理仕上業；ニット生地・同製品（靴下を含む）・編
レース整理仕上業

1147 ニット・レース染色整理業
主としてニット（靴下を含む），レースに精練，漂白，

染色，整理仕上げ，その他の処理を行う事業所をい
う。
○ニット・レース漂白業；ニット生地・同製品（靴下を含
む）・編レース漂白業；ニット・レース染色業；ニット生
地・同製品（靴下を含む）・編レース染色業；ニット・レー
ス整理仕上業；ニット生地・同製品（靴下を含む）・編
レース整理仕上業

1148 繊維雑品染色整理業
主としてタオル，細幅織物，組ひも，綱，網などに精

練，漂白，染色，整理仕上げ，その他の処理を行う事
業所をいう。
○タオル染色整理業；細幅織物染色整理業；組ひも染
色整理業；綱網染色整理業

1148 繊維雑品染色整理業
主としてタオル，細幅織物，組ひも，綱，網などに精

練，漂白，染色，整理仕上げ，その他の処理を行う事
業所をいう。
○タオル染色整理業；細幅織物染色整理業；組ひも染
色整理業；綱網染色整理業

115 綱・網・レース・繊維粗製品製造業 115 綱・網・レース・繊維粗製品製造業

1151 綱製造業
主としてマニラ麻，サイザル，やし繊維，しゅろ繊維，

綿糸，合成繊維糸などで綱を製造する事業所をいう。
わら縄を製造する事業所は中分類32［3281］に分類

される。
○トワイン製造業；ロープ製造業；コード製造業
×わら縄製造業［3281］

1151 綱製造業
主としてマニラ麻，サイザル，やし繊維，しゅろ繊維，

綿糸，合成繊維糸などで綱を製造する事業所をいう。
わら縄を製造する事業所は中分類32［3281］に分類

される。
○トワイン製造業；ロープ製造業；コード製造業
×わら縄製造業［3281］

1152 漁網製造業
主として綿糸，マニラトワイン，ちょ麻糸，合成繊維糸

などで，漁網地を製造する事業所をいう。
○漁網製造業；漁網地製造業

1152 漁網製造業
主として綿糸，マニラトワイン，ちょ麻糸，合成繊維糸

などで，漁網地を製造する事業所をいう。
○漁網製造業；漁網地製造業

1153 網地製造業（漁網を除く）
主として綿糸，絹糸，麻糸，合成繊維糸などで，漁網

以外の網地を製造する事業所をいう。
○網地製造業（漁網を除く）
×漁網製造業［1152］

1153 網地製造業（漁網を除く）
主として綿糸，絹糸，麻糸，合成繊維糸などで，漁網

以外の網地を製造する事業所をいう。
○網地製造業（漁網を除く）
×漁網製造業［1152］

1154 レース製造業
主としてレースを製造する事業所をいう。

○刺しゅうレース（エンブロイダリーレース）製造業；ケ
ミカルレース製造業；ギュピヤーレース製造業；編レー
ス製造業；リバーレース製造業；ボビンカーテンレース
製造業；トーションレース製造業；プレンネット製造業

1154 レース製造業
主としてレースを製造する事業所をいう。

○刺しゅうレース（エンブロイダリーレース）製造業；ケ
ミカルレース製造業；ギュピヤーレース製造業；編レー
ス製造業；リバーレース製造業；ボビンカーテンレース
製造業；トーションレース製造業；プレンネット製造業

1155 組ひも製造業
主として綿糸，絹糸，麻糸，レーヨン，スフ糸，合成繊

維糸又はゴム糸などで，組ひもを製造する事業所をい
う。
○組ひも製造業；さなだひも製造業；靴ひも製造業（繊
維製のもの）

1155 組ひも製造業
主として綿糸，絹糸，麻糸，レーヨン，スフ糸，合成繊

維糸又はゴム糸などで，組ひもを製造する事業所をい
う。
○組ひも製造業；さなだひも製造業；靴ひも製造業（繊
維製のもの）
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日 本 標 準 産 業 分 類 第 １４ 回 改 定 素 案 （Ｅ－製造業）

改 定 理 由改 定 案 現 行（ 第１３回 改定 ）
1156 整毛業

主として羊毛及び羊毛類似の獣毛の洗上，化炭及び
毛，綿，レーヨン，スフ，合成繊維などの紡織くずの反
毛を行う事業所をいう。

トップを製造する事業所も本分類に含まれる。
○整毛業；反毛業；洗毛化炭業；トップ製造業
×獣毛整理業（羊毛，羊毛類似の毛を除く）［3299］

1156 整毛業
主として羊毛及び羊毛類似の獣毛の洗上，化炭及び

毛，綿，レーヨン，スフ，合成繊維などの紡織くずの反
毛を行う事業所をいう。

トップを製造する事業所も本分類に含まれる。
○整毛業；反毛業；洗毛化炭業；トップ製造業
×獣毛整理業（羊毛，羊毛類似の毛を除く）［3299］

1157 フェルト・不織布製造業
主として羊毛，獣毛などを用い，ハーダー又は刺針

機などにより，プレスフェルトを製造する事業所及び
レーヨン，スフ，合成繊維などに化学的，機械的処理を
施し，不織布を製造する事業所をいう。

織フェルトを製造する事業所は小分類112［1123］に
分類される。
○プレスフェルト製造業；不織布製造業
×織フェルト製造業［1123］

1157 フェルト・不織布製造業
主として羊毛，獣毛などを用い，ハーダー又は刺針

機などにより，プレスフェルトを製造する事業所及び
レーヨン，スフ，合成繊維などに化学的，機械的処理を
施し，不織布を製造する事業所をいう。

織フェルトを製造する事業所は小分類112［1123］に
分類される。
○プレスフェルト製造業； 乾式不織布製造業
×織フェルト製造業［1123］ ；湿式不織布製造業［1421］

【例示の削除・修正】
過去は不織布は乾式法、洋紙は湿式法で製造されていた
が、現在は乾式法の洋紙、湿式法の不織布もあり、製法別に
不織布と洋紙別に区分は出来ないことから、例示の製法を削
除する。

1158 上塗りした織物・防水した織物製造業
主として油布，タイプライタリボン，絶縁布，トレーシン

グクロス，ブラインドクロスなどの上塗り又は防水した
織物を製造する事業所をいう。

ゴム引布を製造する事業所は中分類19［1991］に分
類される。
○油布製造業；タイプライタリボン（ベースが布のもの）
製造業；トレーシングクロス製造業；ブラインドクロス製
造業；絶縁布製造業；ガムテープ（ベースが布のもの）
製造業；擬革布製造業；アスファルトルーフィング（ベー
スが布のもの）製造業
×ゴム引布・同製品製造業［1991］；織物製ブックバイ
ンディングクロス製造業［1431］；ガムテープ（ベースが
紙のもの）製造業［1499］

1158 上塗りした織物・防水した織物製造業
主として油布，タイプライタリボン，絶縁布，トレーシン

グクロス，ブラインドクロスなどの上塗り又は防水した
織物を製造する事業所をいう。

ゴム引布を製造する事業所は中分類19［1991］に分
類される。
○油布製造業；タイプライタリボン（ベースが布のもの）
製造業；トレーシングクロス製造業；ブラインドクロス製
造業；絶縁布製造業；ガムテープ（ベースが布のもの）
製造業；擬革布製造業；アスファルトルーフィング（ベー
スが布のもの）製造業
×ゴム引布・同製品製造業［1991］；織物製ブックバイ
ンディングクロス製造業［1431］；ガムテープ（ベースが
紙のもの）製造業［1499］

1159 その他の繊維粗製品製造業
主として他に分類されない繊維品を製造する事業所

をいう。
○製綿業；麻製繊業；べっちんせん（剪）毛業；コールテ
ンせん（剪）毛業；真綿製造業；絹ラップ製造業；ペニー
製造業；分繊糸製造業；金銀糸製造業（ねん糸を除
く）；たて糸のり付（サイジング）業；整経業；おさ（筬）通
し業；そうこう（綜絖）通し業；カバードヤーン製造業；
ジャカードカード（紋紙）製造業；模様形製造業；巻糸
業；電着植毛業（ベースのいかんを問わない）；モール
製造業；ふさ類製造業；巻ひも製造業；編ひも製造業；
よりひも製造業
×医療用縫合糸製造業［2743］；繊維製衛生材料製造
業［1198］；紙製生理用品製造業［1499］；金銀ねん糸
製造業［1117］

1159 その他の繊維粗製品製造業
主として他に分類されない繊維品を製造する事業所

をいう。
○製綿業；麻製繊業；べっちんせん（剪）毛業；コールテ
ンせん（剪）毛業；真綿製造業；絹ラップ製造業；ペニー
製造業；分繊糸製造業；金銀糸製造業（ねん糸を除
く）；たて糸のり付（サイジング）業；整経業；おさ（筬）通
し業；そうこう（綜絖）通し業；カバードヤーン製造業；
ジャカードカード（紋紙）製造業；模様形製造業；巻糸
業；電着植毛業（ベースのいかんを問わない）；モール
製造業；ふさ類製造業；巻ひも製造業；編ひも製造業；
よりひも製造業
×医療用縫合糸製造業［2743］；繊維製衛生材料製造
業［1198］；紙製生理用品製造業［1499］；金銀ねん糸
製造業［1117］

外衣・シャツ製造業（和式を除く） 116 外衣・シャツ製造業（和式を除く）
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日 本 標 準 産 業 分 類 第 １４ 回 改 定 素 案 （Ｅ－製造業）

改 定 理 由改 定 案 現 行（ 第１３回 改定 ）
1161 織物製成人男子・少年服製造業（不織布製及びレース

製を含む）
主として織物製背広服，制服（学校服を除いた警察

職員制服，消防職員制服，鉄道職員制服，自衛隊制
服など），オーバーコート，スプリングコート，レインコー
ト，ジャンパー，ズボン，ジャケットなどの織物製成人
男子・少年用外衣（乳幼児用を除く）を製造する事業所
をいう。

織物製作業用，スポーツ用外衣及び織物製学校服
を製造する事業所は細分類1165 に，ニット製外衣を製
造する事業所は細分類1166 に分類される。

また，一貫作業によってゴム引又はビニル製外衣な
どを製造する事業所は中分類19［1991］又は中分類18
［1897］にそれぞれ分類される。
○織物製成人男子・少年服製造業；織物製制服製造
業（学校服を除く）；織物製外とう製造業（なめし革・毛
皮製及び成人女子・少女用を除く）；織物製成人男子・
少年用ジャンパー製造業；織物製成人男子・少年用ズ
ボン製造業
×織物製外衣製造業（作業用，スポーツ用のもの）
［1165］；織物製学校服製造業
［1165］；ゴム引布製外衣製造業（一貫作業によるも
の）［1991］；ビニル製外衣製造
業（一貫作業によるもの）［1897］；なめし革製衣服製造
業［1189］；毛皮製衣服製造
業［1189］；ニット製外衣製造業［1166］；ニット製アウ
ターシャツ類製造業［1167］；

1161 織物製成人男子・少年服製造業（不織布製及びレース
製を含む）

主として織物製背広服，制服（学校服を除いた警察
職員制服，消防職員制服，鉄道職員制服，自衛隊制
服など），オーバーコート，スプリングコート，レインコー
ト，ジャンパー，ズボン，ジャケットなどの織物製成人
男子・少年用外衣（乳幼児用を除く）を製造する事業所
をいう。

織物製作業用，スポーツ用外衣及び織物製学校服
を製造する事業所は細分類1165 に，ニット製外衣を製
造する事業所は細分類1166 に分類される。

また，一貫作業によってゴム引又はビニル製外衣な
どを製造する事業所は中分類19［1991］又は中分類18
［1897］にそれぞれ分類される。
○織物製成人男子・少年服製造業；織物製制服製造
業（学校服を除く）；織物製外とう製造業（なめし革・毛
皮製及び成人女子・少女用を除く）；織物製成人男子・
少年用ジャンパー製造業；織物製成人男子・少年用ズ
ボン製造業
×織物製外衣製造業（作業用，スポーツ用のもの）
［1165］；織物製学校服製造業
［1165］；ゴム引布製外衣製造業（一貫作業によるも
の）［1991］；ビニル製外衣製造
業（一貫作業によるもの）［1897］；なめし革製衣服製造
業［1189］；毛皮製衣服製造
業［1189］；ニット製外衣製造業［1166］；ニット製アウ
ターシャツ類製造業［1167］；
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日 本 標 準 産 業 分 類 第 １４ 回 改 定 素 案 （Ｅ－製造業）

改 定 理 由改 定 案 現 行（ 第１３回 改定 ）
1162 織物製成人女子・少女服製造業（不織布製及びレース

製を含む）
主として織物製ドレス，スーツ，制服（学校服を除い

た警察職員制服，消防職員制服，鉄道職員制服，自
衛隊制服など），オーバーコート，スプリングコート，レ
インコート，ケープ，ローブ，ジャンパー，ジャケット，ブ
ラウス，スラックス，スカートなどの織物製成人女子・少
女用外衣（乳幼児用を除く）を製造する事業所をいう。

織物製作業用，スポーツ用外衣及び織物製学校服
を製造する事業所は細分類1165に，ニット製外衣を製
造する事業所は細分類1166に，ニット製アウターシャ
ツ類製造業は細分類1167に，セーター類製造業は細
分類1168に分類される。

また，一貫作業によってゴム引又はビニル製外衣な
どを製造する事業所は中分類19［1991］又は中分類18
［1897］にそれぞれ分類される。
○織物製成人女子・少女服製造業；織物製成人女子・
少女用外とう製造業；ブラウス製造業
×織物製外衣製造業（作業用，スポーツ用のもの）
［1165］；織物製学校服製造業［1165］；ゴム引布製外
衣製造業（一貫作業によるもの）［1991］；ビニル製外衣
製造業（一貫作業によるもの）［1897］；なめし革製衣服
製造業［1189］；毛皮製衣服製造業［1189］；ニット製外
衣製造業［1166］；ニット製アウターシャツ類製造業
［1167］；セーター製造業［1168］；織物製ワイシャツ製
造業［1164］；織物製開襟シャツ製造業［1164］；織物製
アロハシャツ製造業［1164］

1162 織物製成人女子・少女服製造業（不織布製及びレース
製を含む）

主として織物製ドレス，スーツ，制服（学校服を除い
た警察職員制服，消防職員制服，鉄道職員制服，自
衛隊制服など），オーバーコート，スプリングコート，レ
インコート，ケープ，ローブ，ジャンパー，ジャケット，ブ
ラウス，スラックス，スカートなどの織物製成人女子・少
女用外衣（乳幼児用を除く）を製造する事業所をいう。

織物製作業用，スポーツ用外衣及び織物製学校服
を製造する事業所は細分類1165に，ニット製外衣を製
造する事業所は細分類1166に，ニット製アウターシャ
ツ類製造業は細分類1167に，セーター類製造業は細
分類1168に分類される。

また，一貫作業によってゴム引又はビニル製外衣な
どを製造する事業所は中分類19［1991］又は中分類18
［1897］にそれぞれ分類される。
○織物製成人女子・少女服製造業；織物製成人女子・
少女用外とう製造業；ブラウス製造業
×織物製外衣製造業（作業用，スポーツ用のもの）
［1165］；織物製学校服製造業［1165］；ゴム引布製外
衣製造業（一貫作業によるもの）［1991］；ビニル製外衣
製造業（一貫作業によるもの）［1897］；なめし革製衣服
製造業［1189］；毛皮製衣服製造業［1189］；ニット製外
衣製造業［1166］；ニット製アウターシャツ類製造業
［1167］；セーター製造業［1168］；織物製ワイシャツ製
造業［1164］；織物製開襟シャツ製造業［1164］；織物製
アロハシャツ製造業［1164］

1163 織物製乳幼児服製造業（不織布製及びレース製を含
む）

主として織物製オーバーオール，ロンパース，ズボ
ン・スカートなどの乳幼児服を製造する事業所をいう。
○織物製乳幼児服製造業；織物製ロンパース製造業；
織物製乳幼児用ズボン・スカート製造業
×ニット製乳幼児服製造業［1166］

1163 織物製乳幼児服製造業（不織布製及びレース製を含
む）

主として織物製オーバーオール，ロンパース，ズボ
ン・スカートなどの乳幼児服を製造する事業所をいう。
○織物製乳幼児服製造業；織物製ロンパース製造業；
織物製乳幼児用ズボン・スカート製造業
×ニット製乳幼児服製造業［1166］

1164 織物製シャツ製造業（不織布製及びレース製を含み、
下着を除く）

主として織物製ワイシャツ，開襟シャツなどを製造す
る事業所をいう。ニット製シャツを製造する事業所は細
分類1167に分類される。
○織物製ワイシャツ製造業；織物製開襟シャツ製造
業；織物製アロハシャツ製造業；織物製シャツ製造業
（下着を除く）
×ニット製シャツ類製造業［1167］；下着類製造業
［117］；ブラウス製造業［1162］

1164 織物製シャツ製造業（不織布製及びレース製を含み、
下着を除く）

主として織物製ワイシャツ，開襟シャツなどを製造す
る事業所をいう。ニット製シャツを製造する事業所は細
分類1167に分類される。
○織物製ワイシャツ製造業；織物製開襟シャツ製造
業；織物製アロハシャツ製造業；織物製シャツ製造業
（下着を除く）
×ニット製シャツ類製造業［1167］；下着類製造業
［117］；ブラウス製造業［1162］
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日 本 標 準 産 業 分 類 第 １４ 回 改 定 素 案 （Ｅ－製造業）

改 定 理 由改 定 案 現 行（ 第１３回 改定 ）
1165 織物製事務用・作業用・衛生用・スポーツ用衣服・学校

服製造業（不織布製及びレース製を含む）
主として織物製事務用，作業用，衛生用（美容衣，助

産着，看護衣，医務服，白衣など）,スポーツ用（スキー
服，登山服，乗馬服，狩猟服，野球服，水着類など）の
衣服及び学校服（学童，中学，高校，大学生服など）を
製造する事業所をいう。

ニット製事務用・作業用・スポーツ用（トレーニングウ
エア，スキー服，野球服，水着類など）衣服（アウター
シャツ類を除く）及び学校服を製造する事業所は細分
類1169に分類される。
○織物製事務服製造業；織物製作業服製造業；織物
製衛生衣製造業；織物製スポーツ用衣服製造業；織物
製エプロン製造業；織物製割ぽう着製造業；織物製学
校服製造業
×なめし革製衣服製造業［1189］；毛皮製衣服製造業
［1189］；ニット製事務用・作業用・スポーツ用（トレーニ
ングウエア，スキー服，野球服，水着類など）衣服（ア
ウターシャツ類を除く）製造業［1169］；柔道着・剣道着
製造業［1181］；ニット製学校服製造業［1169］

1165 織物製事務用・作業用・衛生用・スポーツ用衣服・学校
服製造業（不織布製及びレース製を含む）

主として織物製事務用，作業用，衛生用（美容衣，助
産着，看護衣，医務服，白衣など）,スポーツ用（スキー
服，登山服，乗馬服，狩猟服，野球服，水着類など）の
衣服及び学校服（学童，中学，高校，大学生服など）を
製造する事業所をいう。

ニット製事務用・作業用・スポーツ用（トレーニングウ
エア，スキー服，野球服，水着類など）衣服（アウター
シャツ類を除く）及び学校服を製造する事業所は細分
類1169に分類される。
○織物製事務服製造業；織物製作業服製造業；織物
製衛生衣製造業；織物製スポーツ用衣服製造業；織物
製エプロン製造業；織物製割ぽう着製造業；織物製学
校服製造業
×なめし革製衣服製造業［1189］；毛皮製衣服製造業
［1189］；ニット製事務用・作業用・スポーツ用（トレーニ
ングウエア，スキー服，野球服，水着類など）衣服（ア
ウターシャツ類を除く）製造業［1169］；柔道着・剣道着
製造業［1181］；ニット製学校服製造業［1169］

1166 ニット製外衣製造業（アウターシャツ類，セーター類な
どを除く）

主としてニット製成人男子・少年服，ニット製成人女
子・少女服，ニット製乳幼児服を製造する事業所をい
う。
○ニット製成人男子・少年服製造業；ニット製成人女
子・少女服製造業；ニット製乳幼児服製造業；ニット製
ジャケット製造業；ニット製ブレザー製造業；ニット製
ジャンパー製造業
×織物製成人男子・少年服製造業［1161］；織物製成
人女子・少女服製造業［1162］；織物製乳幼児服製造
業［1163］；織物製シャツ製造業（下着を除く）［1164］；
織物製事務用・作業用・衛生用・スポーツ用衣服製造
業［1165］；織物製学校服製造業［1165］

1166 ニット製外衣製造業（アウターシャツ類，セーター類な
どを除く）

主としてニット製成人男子・少年服，ニット製成人女
子・少女服，ニット製乳幼児服を製造する事業所をい
う。
○ニット製成人男子・少年服製造業；ニット製成人女
子・少女服製造業；ニット製乳幼児服製造業；ニット製
ジャケット製造業；ニット製ブレザー製造業；ニット製
ジャンパー製造業
×織物製成人男子・少年服製造業［1161］；織物製成
人女子・少女服製造業［1162］；織物製乳幼児服製造
業［1163］；織物製シャツ製造業（下着を除く）［1164］；
織物製事務用・作業用・衛生用・スポーツ用衣服製造
業［1165］；織物製学校服製造業［1165］

1167 ニット製アウターシャツ類製造業
主としてニット製Ｔシャツ，ワイシャツ，ポロシャツ，

オープンシャツ，タンクトップ，トレーナーなどアウター
シャツ類を製造する事業所をいう。
○Ｔシャツ製造業；ニット製スポーツシャツ製造業；ニッ
ト製開襟シャツ製造業
×織物製シャツ製造業（下着を除く）［1164］；ニット製
事務用・作業用・スポーツ用（トレーニングウエア，ス
キー服，野球服，水着類など）衣服（アウターシャツ類
を除く）製造業［1169］；下着類製造業［117］

1167 ニット製アウターシャツ類製造業
主としてニット製Ｔシャツ，ワイシャツ，ポロシャツ，

オープンシャツ，タンクトップ，トレーナーなどアウター
シャツ類を製造する事業所をいう。
○Ｔシャツ製造業；ニット製スポーツシャツ製造業；ニッ
ト製開襟シャツ製造業
×織物製シャツ製造業（下着を除く）［1164］；ニット製
事務用・作業用・スポーツ用（トレーニングウエア，ス
キー服，野球服，水着類など）衣服（アウターシャツ類
を除く）製造業［1169］；下着類製造業［117］

1168 セーター類製造業
主としてセーター，カーディガン，ベストなどを製造す

る事業所をいう。
○セーター製造業；カーディガン製造業；ベスト製造業

1168 セーター類製造業
主としてセーター，カーディガン，ベストなどを製造す

る事業所をいう。
○セーター製造業；カーディガン製造業；ベスト製造業
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日 本 標 準 産 業 分 類 第 １４ 回 改 定 素 案 （Ｅ－製造業）

改 定 理 由改 定 案 現 行（ 第１３回 改定 ）
1169 その他の外衣・シャツ製造業

主としてニット製事務用・作業用・スポーツ用（トレー
ニングウエア，スキー服，野球服，水着類など）衣服
（アウターシャツ類を除く），学校服など，その他のニッ
ト製外衣・シャツを製造する事業所をいう。
○ニット製事務服製造業；ニット製作業服製造業；ニッ
ト製スポーツ用（トレーニングウエア，スキー服，野球
服，水着類など）衣服（アウターシャツ類を除く）製造
業；ニット製学校服製造業
×織物製事務服製造業［1165］；織物製作業服製造業
［1165］；織物製スポーツ用衣服製造業［1165］

1169 その他の外衣・シャツ製造業
主としてニット製事務用・作業用・スポーツ用（トレー

ニングウエア，スキー服，野球服，水着類など）衣服
（アウターシャツ類を除く），学校服など，その他のニッ
ト製外衣・シャツを製造する事業所をいう。
○ニット製事務服製造業；ニット製作業服製造業；ニッ
ト製スポーツ用（トレーニングウエア，スキー服，野球
服，水着類など）衣服（アウターシャツ類を除く）製造
業；ニット製学校服製造業
×織物製事務服製造業［1165］；織物製作業服製造業
［1165］；織物製スポーツ用衣服製造業［1165］

下着類製造業 117 下着類製造業

1171 織物製下着製造業
主として織物製のアンダーシャツ（ワイシャツなどを

除く），ズボン下，パンツ，ペチコート，スリップなどの下
着を製造する事業所をいう。

ニット製下着を製造する事業所は細分類1172に分類
される。
○織物製下着製造業；織物製アンダーシャツ（ワイシャ
ツ等を除く）製造業；織物製ズボン下製造業；織物製パ
ンツ製造業；織物製ペチコート製造業；織物製スリップ
製造業；織物製キャミソール製造業
×ニット製下着製造業［1172］；織物製シャツ製造業
［1164］；ニット製アウターシャツ製造業［1167］；補整着
製造業［1174］

1171 織物製下着製造業
主として織物製のアンダーシャツ（ワイシャツなどを

除く），ズボン下，パンツ，ペチコート，スリップなどの下
着を製造する事業所をいう。

ニット製下着を製造する事業所は細分類1172に分類
される。
○織物製下着製造業；織物製アンダーシャツ（ワイシャ
ツ等を除く）製造業；織物製ズボン下製造業；織物製パ
ンツ製造業；織物製ペチコート製造業；織物製スリップ
製造業；織物製キャミソール製造業
×ニット製下着製造業［1172］；織物製シャツ製造業
［1164］；ニット製アウターシャツ製造業［1167］；補整着
製造業［1174］

1172 ニット製下着製造業
主としてニット製のアンダーシャツ（アウターシャツ類

を除く），ズボン下，パンツ，ペチコート，スリップなどの
下着を製造する事業所をいう。

織物製下着を製造する事業所は細分類1171に，織
物製寝着類及びニット製寝着類を製造する事業所は
細分類1173に，補整着を製造する事業所は細分類
1174に分類される。
○ニット製下着製造業；ニット製アンダーシャツ（アウ
ターシャツを除く）製造業；ニット製ズボン下製造業；
ニット製パンツ製造業；ニット製スリップ製造業；ニット
製ペチコート製造業
×織物製下着製造業［1171］；織物製寝着類製造業
［1173］；補整着製造業［1174］；ニット製寝着類製造業
［1173］；ニット製アウターシャツ類製造業［1167］

1172 ニット製下着製造業
主としてニット製のアンダーシャツ（アウターシャツ類

を除く），ズボン下，パンツ，ペチコート，スリップなどの
下着を製造する事業所をいう。

織物製下着を製造する事業所は細分類1171に，織
物製寝着類及びニット製寝着類を製造する事業所は
細分類1173に，補整着を製造する事業所は細分類
1174に分類される。
○ニット製下着製造業；ニット製アンダーシャツ（アウ
ターシャツを除く）製造業；ニット製ズボン下製造業；
ニット製パンツ製造業；ニット製スリップ製造業；ニット
製ペチコート製造業
×織物製下着製造業［1171］；織物製寝着類製造業
［1173］；補整着製造業［1174］；ニット製寝着類製造業
［1173］；ニット製アウターシャツ類製造業［1167］

1173 織物製・ニット製寝着類製造業
主として織物製,ニット製のパジャマ，ナイトガウンな

ど寝着類を製造する事業所をいう。
○織物製パジャマ製造業；織物製ナイトガウン製造業；
織物製ネグリジェ製造業；ニット製パジャマ製造業；
ニット製ナイトガウン製造業；ニット製ネグリジェ製造業
×浴衣製造業［1181］；寝具製造業［1191］；ニット製下
着製造業［1172］

1173 織物製・ニット製寝着類製造業
主として織物製,ニット製のパジャマ，ナイトガウンな

ど寝着類を製造する事業所をいう。
○織物製パジャマ製造業；織物製ナイトガウン製造業；
織物製ネグリジェ製造業；ニット製パジャマ製造業；
ニット製ナイトガウン製造業；ニット製ネグリジェ製造業
×浴衣製造業［1181］；寝具製造業［1191］；ニット製下
着製造業［1172］
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日 本 標 準 産 業 分 類 第 １４ 回 改 定 素 案 （Ｅ－製造業）

改 定 理 由改 定 案 現 行（ 第１３回 改定 ）
1174 補整着製造業

主として材料のいかんを問わず，ブラジャー，ガード
ル，ボディスーツ，ウエストニッパーなどの補整着及び
これらの組合せ品を製造する事業所をいう。
○ブラジャー製造業；ガードル製造業；ブラスリップ製
造業

1174 補整着製造業
主として材料のいかんを問わず，ブラジャー，ガード

ル，ボディスーツ，ウエストニッパーなどの補整着及び
これらの組合せ品を製造する事業所をいう。
○ブラジャー製造業；ガードル製造業；ブラスリップ製
造業

和装製品・その他の衣服・繊維製身の回り品製造業 118 和装製品・その他の衣服・繊維製身の回り品製造業

1181 和装製品製造業（足袋を含む）
主として長着，羽織，じゅばん，帯，はかま，コート，

半てん，柔道着，剣道着などの和服及び和服用繊維
製身の回り品（ショール，半えり，帯揚げ，帯締め，羽
織ひもなど）を製造する事業所をいう。

足袋,ふろしき，ふくさなどを製造する事業所も本分類
に含まれる。
○帯製造業；コート製造業；浴衣製造業；寝間着製造
業；柔道着製造業；剣道着製造業；半てん製造業；
ショール製造業；半えり製造業；帯揚げ製造業；帯締め
製造業；羽織ひも製造業；足袋製造業；足袋カバー製
造業；ふろしき製造業；ふくさ製造業
×地下足袋製造業［1921］

1181 和装製品製造業（足袋を含む）
主として長着，羽織，じゅばん，帯，はかま，コート，

半てん，柔道着，剣道着などの和服及び和服用繊維
製身の回り品（ショール，半えり，帯揚げ，帯締め，羽
織ひもなど）を製造する事業所をいう。

足袋,ふろしき，ふくさなどを製造する事業所も本分類
に含まれる。
○帯製造業；コート製造業；浴衣製造業；寝間着製造
業；柔道着製造業；剣道着製造業；半てん製造業；
ショール製造業；半えり製造業；帯揚げ製造業；帯締め
製造業；羽織ひも製造業；足袋製造業；足袋カバー製
造業；ふろしき製造業；ふくさ製造業
×地下足袋製造業［1921］

1182 ネクタイ製造業
主として繊維製のネクタイを製造する事業所をいう。

○ネクタイ製造業

1182 ネクタイ製造業
主として繊維製のネクタイを製造する事業所をいう。

○ネクタイ製造業

1183 スカーフ・マフラー・ハンカチーフ製造業
主として繊維製のスカーフ，ネッカチーフ，マフラー,

ハンカチーフなどを製造する事業所をいう。
○スカーフ製造業；ネッカチーフ製造業；マフラー製造
業；ハンカチーフ製造業

1183 スカーフ・マフラー・ハンカチーフ製造業
主として繊維製のスカーフ，ネッカチーフ，マフラー,

ハンカチーフなどを製造する事業所をいう。
○スカーフ製造業；ネッカチーフ製造業；マフラー製造
業；ハンカチーフ製造業

1184 靴下製造業
主として繊維製の靴下を製造する事業所をいう。
タイツ，パンティストッキングを製造する事業所も本分

類に含まれる。
○靴下製造業；タイツ製造業；パンティストッキング製
造業；ニット製靴下製造業

1184 靴下製造業
主として繊維製の靴下を製造する事業所をいう。
タイツ，パンティストッキングを製造する事業所も本分

類に含まれる。
○靴下製造業；タイツ製造業；パンティストッキング製
造業；ニット製靴下製造業

1185 手袋製造業
主として繊維製の手袋を製造する事業所をいう。

○布製手袋製造業；ニット製手袋製造業；繊維製手袋
製造業
×ゴム製手袋製造業（医療用を除く）［1999］；なめし革
製手袋製造業［2051］；医療用ゴム手袋製造業［1992］

1185 手袋製造業
主として繊維製の手袋を製造する事業所をいう。

○布製手袋製造業；ニット製手袋製造業；繊維製手袋
製造業
×ゴム製手袋製造業（医療用を除く）［1999］；なめし革
製手袋製造業［2051］；医療用ゴム手袋製造業［1992］
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日 本 標 準 産 業 分 類 第 １４ 回 改 定 素 案 （Ｅ－製造業）

改 定 理 由改 定 案 現 行（ 第１３回 改定 ）
1186 帽子製造業（帽体を含む）

主として繊維製の帽子を製造する事業所をいう。
帽体を製造する事業所も本分類に含まれる。

○フェルト帽子・帽体製造業；ニット製帽子製造業；織
物製帽子製造業；レース製帽子製造業
×革製帽子製造業［1189］

1186 帽子製造業（帽体を含む）
主として繊維製の帽子を製造する事業所をいう。
帽体を製造する事業所も本分類に含まれる。

○フェルト帽子・帽体製造業；ニット製帽子製造業；織
物製帽子製造業；レース製帽子製造業

【明確化するため例示を追加】
構成員からの御意見を踏まえ、内容例示を追加する。

1189 他に分類されない衣服・繊維製身の回り品製造業
主として毛皮製のコート，ジャケット，えり巻，チョッ

キ，マフ及び服飾品などを製造する事業所,購入した織
物，組ひも又はなめし革，毛皮などを交えてつくられた
サスペンダー，ガーター，アームバンド，そのほか衛生
衣服附属品（よだれ掛，おしめカバー，衛生バンドな
ど）など，他に分類されない衣服・繊維製身の回り品を
製造する事業所をいう。なめし革製衣服を製造する事
業所も本分類に含まれる。

ただし，なめし革製手袋を製造する事業所は中分類
20［2051］に，ゴム製手袋を製造する事業所は中分類
19［1992，1999］に分類される。
○毛皮製品製造業；毛皮コート製造業；毛皮ジャケット
製造業；毛皮えり巻製造業；毛皮チョッキ製造業；毛皮
マフ製造業；毛皮装飾品製造業；毛皮製衣服製造業；
サスペンダー製造業；ガーター製造業；アームバンド製
造業；ズボン吊製造業；靴下止め製造業；衣服用ベル
ト製造業（繊維製のもの）；繊維製靴製造業；繊維製ス
リッパ製造業；繊維製草履・同附属品製造業；よだれ掛
製造業；おしめカバー製造業；衛生バンド製造業；なめ
し革製衣服製造業；布製甲被製造業；革製帽子製造業
×毛皮製造業［2081］；マフラー製造業［1183］；繊維製
手袋製造業［1185］；ゴム製手袋製造業（医療用を除く）
［1999］；なめし革製手袋製造業［2051］；医療用ゴム手
袋製造業［1992］

1189 他に分類されない衣服・繊維製身の回り品製造業
主として毛皮製のコート，ジャケット，えり巻，チョッ

キ，マフ及び服飾品などを製造する事業所,購入した織
物，組ひも又はなめし革，毛皮などを交えてつくられた
サスペンダー，ガーター，アームバンド，そのほか衛生
衣服附属品（よだれ掛，おしめカバー，衛生バンドな
ど）など，他に分類されない衣服・繊維製身の回り品を
製造する事業所をいう。なめし革製衣服を製造する事
業所も本分類に含まれる。

ただし，なめし革製手袋を製造する事業所は中分類
20［2051］に，ゴム製手袋を製造する事業所は中分類
19［1992，1999］に分類される。
○毛皮製品製造業；毛皮コート製造業；毛皮ジャケット
製造業；毛皮えり巻製造業；毛皮チョッキ製造業；毛皮
マフ製造業；毛皮装飾品製造業；毛皮製衣服製造業；
サスペンダー製造業；ガーター製造業；アームバンド製
造業；ズボン吊製造業；靴下止め製造業；衣服用ベル
ト製造業（繊維製のもの）；繊維製靴製造業；繊維製ス
リッパ製造業；繊維製草履・同附属品製造業；よだれ掛
製造業；おしめカバー製造業；衛生バンド製造業；なめ
し革製衣服製造業；布製甲被製造業
×毛皮製造業［2081］；マフラー製造業［1183］；繊維製
手袋製造業［1185］；ゴム製手袋製造業（医療用を除く）
［1999］；なめし革製手袋製造業［2051］；医療用ゴム手
袋製造業［1992］

119 その他の繊維製品製造業 119 その他の繊維製品製造業

1191 寝具製造業
主として布団（掛布団，敷布団，座布団），夜着，寝具

用カバーなどを製造する事業所をいう。
○フォームラバー製寝具製造業；布団製造業；寝台掛
製造業；まくら製造業；寝具用カバー製造業；羽根ぶと
ん製造業；ポリウレタンフォーム製寝具製造業；寝袋製
造業；シーツ製造業；マットレス製造業（和室用）；タオ
ルケット製造業
×マットレス製造業（ベッド用）［1313］；毛布製造業
［1192］

1191 寝具製造業
主として布団（掛布団，敷布団，座布団），夜着，寝具

用カバーなどを製造する事業所をいう。
○フォームラバー製寝具製造業；布団製造業；寝台掛
製造業；まくら製造業；寝具用カバー製造業；羽根ぶと
ん製造業；ポリウレタンフォーム製寝具製造業；寝袋製
造業；シーツ製造業；マットレス製造業（和室用）；タオ
ルケット製造業
×マットレス製造業（ベッド用）［1313］；毛布製造業
［1192］
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日 本 標 準 産 業 分 類 第 １４ 回 改 定 素 案 （Ｅ－製造業）

改 定 理 由改 定 案 現 行（ 第１３回 改定 ）
1192 毛布製造業

主として織物製，ニット製などの毛布を製造する事業
所をいう。毛布地を製造する事業所は小分類112又は
113に分類される。

また，毛布地製の衣類などを製造する事業所は小分
類116に分類される。
○毛布製造業；敷毛布製造業；こたつ掛け毛布製造
業；ひざ掛け毛布製造業
×毛布地織物製造業（綿，スフ，合成繊維を主とするも
の）［1121］；毛布地織物製造業（毛を主とするもの）
［1123］；毛布地ニット製造業［1131又は1132］；電気毛
布製造業［2939］

1192 毛布製造業
主として織物製，ニット製などの毛布を製造する事業

所をいう。毛布地を製造する事業所は小分類112又は
113に分類される。

また，毛布地製の衣類などを製造する事業所は小分
類116に分類される。
○毛布製造業；敷毛布製造業；こたつ掛け毛布製造
業；ひざ掛け毛布製造業
×毛布地織物製造業（綿，スフ，合成繊維を主とするも
の）［1121］；毛布地織物製造業（毛を主とするもの）
［1123］；毛布地ニット製造業［1131又は1132］；電気毛
布製造業［2939］
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日 本 標 準 産 業 分 類 第 １４ 回 改 定 素 案 （Ｅ－製造業）

改 定 理 由改 定 案 現 行（ 第１３回 改定 ）
1193 じゅうたん・その他の繊維製床敷物製造業

主として綿，羊毛，レーヨン，スフ，合成繊維，硬質麻
類繊維などの繊維で，じゅうたん，だん通又はその他
の繊維製の床敷物を製造する事業所をいう。

畳表，ござ，花むしろ及びリノリウムなどの床敷物を
製造する事業所は中分類32［3282，3299］に分類され
る。
○じゅうたん製造業；だん通製造業；繊維製床敷物製
造業
×畳表製造業［3282］；ござ製造業［3282］；花むしろ製
造業［3282］；リノリウム製造業［3299］；竹・とう製敷物
製造業［1299］

1193 じゅうたん・その他の繊維製床敷物製造業
主として綿，羊毛，レーヨン，スフ，合成繊維，硬質麻

類繊維などの繊維で，じゅうたん，だん通又はその他
の繊維製の床敷物を製造する事業所をいう。

畳表，ござ，花むしろ及びリノリウムなどの床敷物を
製造する事業所は中分類32［3282，3299］に分類され
る。
○じゅうたん製造業；だん通製造業；繊維製床敷物製
造業
×畳表製造業［3282］；ござ製造業［3282］；花むしろ製
造業［3282］；リノリウム製造業［3299］；竹・とう製敷物
製造業［1299］

1194 帆布製品製造業
主としてテント，シート，日よけ，ほろなどの帆布製品

を製造する事業所をいう。
かばん及び袋物を製造する事業所は中分類20

［2061，2071］に分類される。
○テント製造業；シート製造業；日よけ製造業；ほろ製
造業
×かばん製造業［2061］；袋物製造業［2071］；ハンド
バッグ製造業［2072］

1194 帆布製品製造業
主としてテント，シート，日よけ，ほろなどの帆布製品

を製造する事業所をいう。
かばん及び袋物を製造する事業所は中分類20

［2061，2071］に分類される。
○テント製造業；シート製造業；日よけ製造業；ほろ製
造業
×かばん製造業［2061］；袋物製造業［2071］；ハンド
バッグ製造業［2072］

1195 繊維製袋製造業
主として麻袋（ヘッシャンバッグ，ガンニーバッグ），綿

袋，スフ袋，合成繊維袋などを製造する事業所をいう。
○麻袋製造業；ヘッシャンバッグ製造業；ガンニーバッ
グ製造業；綿袋製造業；スフ袋製造業；合成繊維袋製
造業
×携帯用袋物製造業［2071］；ハンドバッグ製造業
［2072］

1195 繊維製袋製造業
主として麻袋（ヘッシャンバッグ，ガンニーバッグ），綿

袋，スフ袋，合成繊維袋などを製造する事業所をいう。
○麻袋製造業；ヘッシャンバッグ製造業；ガンニーバッ
グ製造業；綿袋製造業；スフ袋製造業；合成繊維袋製
造業
×携帯用袋物製造業［2071］；ハンドバッグ製造業
［2072］

1196 刺しゅう業
主として手又は機械により刺しゅう加工を行う事業所

をいう。
○手刺しゅう業；機械刺しゅう業；刺しゅう製品製造業
×刺しゅうレース製造業［1154］

1196 刺しゅう業
主として手又は機械により刺しゅう加工を行う事業所

をいう。
○手刺しゅう業；機械刺しゅう業；刺しゅう製品製造業
×刺しゅうレース製造業［1154］

1197 タオル製造業
主としてタオルを製造する事業所をいう。

○タオル製造業；フェイスタオル製造業；バスタオル製
造業
×タオル地織物業［1121］；タオルケット製造業［1191］

1197 タオル製造業
主としてタオルを製造する事業所をいう。

○タオル製造業；フェイスタオル製造業；バスタオル製
造業
×タオル地織物業［1121］；タオルケット製造業［1191］

1198 繊維製衛生材料製造業
主として脱脂綿，繊維製生理用品，ガーゼ，ほう帯な

どを製造する事業所をいう。
○脱脂綿製造業；繊維製生理用品製造業；ガーゼ・ほ
う帯製造業；眼帯製造業；衛生マスク製造業
×紙製衛生材料製造業［1499］；紙製生理用品製造業
［1499］

1198 繊維製衛生材料製造業
主として脱脂綿，繊維製生理用品，ガーゼ，ほう帯な

どを製造する事業所をいう。
○脱脂綿製造業；繊維製生理用品製造業；ガーゼ・ほ
う帯製造業；眼帯製造業；衛生マスク製造業
×紙製衛生材料製造業［1499］；紙製生理用品製造業
［1499］
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日 本 標 準 産 業 分 類 第 １４ 回 改 定 素 案 （Ｅ－製造業）

改 定 理 由改 定 案 現 行（ 第１３回 改定 ）
1199 他に分類されない繊維製品製造業

主として購入した織物又はレース地（ドロンワーク，
カットワークなどを含む）などからカーテン及びどん帳，
テーブル掛，テーブルセンター，ドイリー，ナプキン，
旗，のぼり，引幕，脚はん（ゲートル，スパッツなど），
そのほか他に分類されない縫製雑品を製造する事業
所をいう。
○どん帳製造業；テーブル掛製造業；テーブルセンター
製造業；ドイリー製造業；ナプキン製造業；手ぬぐい製
造業；布きん製造業；ぞうきん製造業；巻脚はん製造
業；旗製造業；のぼり製造業；引幕製造業；ウエイスト
手袋・防災用手袋製造業；カーテン製造業；蚊帳製造
業
×刺しゅう製品製造業［1196］；タオル地織物業
［1121］；羽毛成品製造業［3222］；はたき製造業［3284］

1199 他に分類されない繊維製品製造業
主として購入した織物又はレース地（ドロンワーク，

カットワークなどを含む）などからカーテン及びどん帳，
テーブル掛，テーブルセンター，ドイリー，ナプキン，
旗，のぼり，引幕，脚はん（ゲートル，スパッツなど），
そのほか他に分類されない縫製雑品を製造する事業
所をいう。
○どん帳製造業；テーブル掛製造業；テーブルセンター
製造業；ドイリー製造業；ナプキン製造業；手ぬぐい製
造業；布きん製造業；ぞうきん製造業；巻脚はん製造
業；旗製造業；のぼり製造業；引幕製造業；ウエイスト
手袋・防災用手袋製造業；カーテン製造業；蚊帳製造
業
×刺しゅう製品製造業［1196］；タオル地織物業
［1121］；羽毛成品製造業［3222］；はたき製造業［3284］
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